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◆ 緊急にFAX・メールを集中しましょう！　

<参議院憲法調査特別委員会>

特別委員長　　　　関谷　勝嗣　　03-3580-3800
自民党筆頭理事　　舛添　要一　　03-5512-2219
民主党筆頭理事　　簗瀬　　進　　03-3593-8567

<政党>　自民党　　03-5511-8855
　公明党　　03-3353-9746

　民主党　　03-3595-9991
★メール、ファックスの送信は以下のフォームから送れます。

憲法改悪反対共同センター　http://www.kyodo-center.jp/
★連休中に与党議員への決定的な圧力を

与党議員が連休中に地元に帰って参議院選挙の街宣や団体まわりに出たときに、「国民の声を無視し、改憲手続き法案の強行採決などやったら、夏の選挙は確実に負けるな」と思うような状況をつくること。これが今、確実に政治を動かす道です。議員要請、宣伝・署名、集会、宣伝カーなどなどあらゆる方法と運動を通じて騒然たる状況をつくりましょう。

◆ ５・７地方公聴会、５・８参考人質疑

■５月７日（月） 地方公聴会　福岡市と札幌市（同時開催）
■５月８日（火） 参考人質疑（公務員の規制、両院のあり方など）
　　　　　　　　　　午後１時～1８時
 ◎ ８日の傍聴は事前に申込んでください。傍聴券は委員会開会と同時に参院議面で発行されますが、希望する方は１２時３０分に集合してください。なお、傍聴申込は可能な限り事前に「団体名」「人数」（名前は不要）をFAXで連絡してください。
申込先は日本共産党参議院議員・仁比聡平事務所(℡03-3508-8333 / FAX 5512-2333)

◆ 当面の行動日程 
◎５月８日（火）～１１日(金)　参議院議員会館前座込み行動 11：00～15：00　

◎５月10日　改憲手続き法案反対中央集会　18：30～日比谷野外音楽堂
◎５月16日　改憲手続き法案阻止中央行動（共同センター）

・集会(日比谷野音)　12：30～
・国会請願デモ　13：30～
・国会前座込み行動　14：15～

◆ 全商連本部　三役先頭に街宣に立つ　

　４月２７日全商連本部の役職員が三役を先頭に改憲手続き法案反対の宣伝行動をしました。この行動は、憲法改悪に直結する改憲手続法をめぐり、緊迫した情勢の中、全商連が憲法改悪反対共同センターの集中宣伝行動の呼びかけに応え、27日、午後４時から池袋駅東口で宣伝にとりくんだもの。総勢29人の参加で署名２種類合計104で若者が次々に署名してくれたのには、驚き、変化を感じました。
　三役が次々にマイクを握り、「中小業者は、戦前、戦争に追い立てられ、お上の都合で商売を廃業したり、重税を課された経験から、『平和でこそ商売繁盛』を肝に銘じている。憲法９条の改悪は断固許せない」「改憲手続法は、国会で審議すればするほど悪法ぶりが明らかになっている。最低投票率がなく、公務員などに運動制限を課すなど民主主義をふみにじるもので、廃案しかない」と訴えました。

　約１時間のとりくみで「憲法９条の改悪反対」「改憲手続法は廃案に」の署名を合わせて１０４人分が集まりました。

とくに若者が次々に立ち止まり署名。「９条改悪は絶対反対。戦争には行きたくない。戦争したいという人がまず行けと言いたい」（20歳・男性・歌手志望で訓練中）、「憲法９条は知らなかったけど、戦争はいや。戦争で家族や身内を失いたくない」（16歳・遠足帰りの女子高校生）。「戦争には反対。国民投票法は聞いたことがあるけど、内容は知らなかった。最低投票率がないなんておかしいっすよね」（18歳・男子高校生）「投票法案の詳しいことは知らないけれど、戦争につながる９条改悪は反対」（28歳・女性・文京区在住）などと話していました。

◆ 大阪共同センター　署名・宣伝に総力

■堺共同センター、協和町８００軒を訪問　450軒と対話、266署名

　9条署名推進堺共同センターは、4月15日(日)に３３名が、堺区協和町で9条署名訪問にとりくみました。
　「国会の強行採決は無茶苦茶」「大事なものなのでせんならんと思っていました。孫の分まで署名します」。改憲手続法強行という情勢の中で関心も高く、事前配布した署名ビラに記入し待っていてくれた市民は20軒を超えました。

参加者からは「若いお母さんは例外なく協力的」などの感想が寄せられ、紙芝居や音を出しての宣伝とあわせようなどの声も。堺共同センターでは、５月20日には北区で訪問行動を行います。
■京橋駅では１３７署名

大阪憲法会議・共同センターの２６日の京橋駅宣伝では、机を出すとすぐ署名をしてくれる人、かけよって「憲法が大変なことになるのに、じっとしてられない。マスコミが少しもとりあげないのは、おかしいわネ」という女性。１３７署名があつまりました。

◆ 奈良各団体が自公民と安倍首相にFAX
奈良県共同センターに参加する各団体が自民党、公明党、民主党、参院憲法調査会特別委員会委員長・理事に対し、いっせいに以下の要請文をＦＡＸで送信しました。
	<自由民主党総裁　安倍晋三　様>
国民投票法案は、問題だらけの法案です。

最低投票率など歯止めがなければ、5人に1人の賛成で憲法が変えられます。公務員や教育公務員、労働組合や市民団体の運動を規制すること。有料広告の野放しは、お金で憲法を変えることとなります。法案の成立に賛成者は、極めて少数です。

拙速審議はやめて下さい。慎重審議を行ない、その後で、各県で公聴会を開催して、国民の意見を聞きましょう。また、参議院の独立と自主運営を貫きましょう。


◆　建交労広島　職場から決議と要請　
国民投票法案をめぐる動きは、まさに風雲急を告げる状況となっていますが、県本部は本日、自民、公明、民主の各党と、参議院憲法調査会特別委員会委員長と自民、民主の各筆頭理事に法案の徹底審議と廃案を求める緊急の要請文を送りました。昼には、毎週水曜日の共同センターの宣伝行動に参加しました。まだ市民（国民）にはこの法案が知られていないことが改めてわかりました。いまは市民の「無関心が一番の敵」のような気がします。ありきたりの訴えでは、インパクトがないような気がします。９日の「９の日行動」も一層力を入れて取り組まなければと思っています。(建交労広島県本部)












